
                                                                           

　　　　平成１６年　６月２４日　提出

協議第 ４９ 号 納税（税務）関係事務の取扱い

納税（税務）関係事務の取扱いについて提出する。

平成１６年　７月２２日　確認

納税（税務）関係事務の取扱いについて

　
　　納税組合は、合併までに廃止する。

　　　　菊池北部四市町村合併協議会会長　　松　岡　一　俊



・事務費は、納税組合員１戸（世帯
  町外は納税者）につき50円及び納
  税組合扱いにより納付した納付書
 （徴税令書）１枚につき納税率100
  ％のときは20円、90%以上のとき
  は15円の合計額とする。

市 町 村 名

１,３６６,２８０円

納税通知書の配布・税の徴収
（組合により異なる）

   町県民税・固定資産税・
   軽自動車税・国民健康保険税

44

７,０６７,６５０円

   納税組合は、本村の住民又は他
 の市町村の住民で本村に納税義務
 を有するもので、10人以上をもっ
 て組織するものに限る。ただし、
 村長が認めたときは、この限りで
 ない。

納税通知書の配布・税の徴収
（組合により異なる）

   村県民税・固定資産税・
   軽自動車税・国民健康保険税

82

              菊池北部四市町村合併協議会　協議事項調整内容
菊池北部四市町村合併協議会

関 係 項 目納 税 （ 税 務 ） 関 係 事 務 の 取 扱 い 納　　税　　組　　合

           菊  池  市　　　　　

あり なし

七  城  町

協　議　項　目

調 整 の 内 容 　納税組合は、合併までに廃止する。

旭   志   村 泗  水  町

市
　
町
　
村
　
別
　
内
　
容

納税組合の有無 なし あり

 

事　務　費

・納税組合員の全部が、各自の納付
  すべき町税を各納期限まで完納し
  たときは納税額の1/100以内。
・納税組合員の全部が、各自の納付
  すべき町税を当該会計年度末まで
  に完納したときは、納税額の0.8/
  100以内。
・前各号に規定するもののほか、町
  税の完納ができなかった納税組合
  にも町長が必要と認めたときは、
  納税額の0.2/100以内の範囲で交
  付することができる。

    納税組合は、本町の住民又は他
  市町村の住民で本町に納税義務を
  有するもので、10人以上をもって
  組織するものに限る。ただし、町
  長が特に必要と認めたときは、こ
  の限りでない。

褒 賞 条 例
（抜粋）

平成14年度分交付実績額

組合組織の構成単位

・組合員の全部が、各自の納付又
  は納入すべき村税を各納期限ま
  で完納したときは納税額の５/
  100以内。
・組合員全部が、各自の納付又は
  納入すべき村税を当該年度の１
  月末日までに完納したときは、
  納税額の４/100以内。
・組合員が、各自の納付又は納入
  すべき村税を当該年度の１月末
  日までに納付又は納入したとき
  は、納税額の5/100以内。

・事務費は、組合員１戸（世帯）
  につき年150円以 内及び組合
  扱いにより納付又は納入した
  徴税令書１枚につき80円以内
  の合計額とする。

組合数（平成15年度）

対　象　税　目

組合長の取扱事務



 
協議第49号 納税（税務）関係事務の取扱い   参考資料 
納税貯蓄組合法 

（目的） 
第１条 この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講 
ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この法律において「納税貯蓄組合」とは、個人又は法人が一定の地域、職域又は勤務先を単位として任意に組織し組合で、組合 
 員の納税資金の貯蓄のあっ旋その他当該 貯蓄に関する事務を行うことを目的とし、且つ、政令で定める手続によりその規約を税務署 
長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。 
２ この法律において「納税貯蓄組合預金」とは、納税貯蓄組合の組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じてする預金又は貯金で、銀 
 行（日本銀行を除く。）、商工組合中央 金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同 
 組合（以下「指定金融機関」という。）に対して預入したものをいう。 
３ この法律において「租税」とは、国税及び地方税（地方税にあわせ又は加算して納付し、又は徴収される地方公共団体の徴収金を含 
む。）をいう。 
（組合の加入脱退の自由及び監督の排除） 
第３条 納税貯蓄組合は、組合への加入及び組合からの脱退を制限し、若しくは強制し、又は組合員に対してその事業活動その他の事項 
 に関する報告の提出を強要し、その他これらの事項について監督を加えてはならない。 
（納税資金の貯蓄方法） 
第４条 納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄 
 組合預金又は郵便貯金をもつてしなければならない。 
（納税貯蓄組合預金の受入） 
第５条 指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。 
（租税納付の委託） 
第６条 納税貯蓄組合の組合員は、納税貯蓄組合預金をもつて租税の納付に充てようとするときは、納付書、納税告知書その他租税の納 
  付に必要な書類を当該預金の預入先の指定金融機関に提出し、その納付を委託することができる。 
２  指定金融機関は、前項の規定による納付の委託を受けた場合においては、正当な事由がある場合を除く外、その委託を拒んではな 
らない。 
（課税関与の禁止） 
第７条 納税貯蓄組合又はその組合員は、その地位を利用して、その組合員又は自己以外の組合員がなすべき課税標準の申告又は当該組 
  合員に対してなされるべき租税の賦課に関与してはならない。 
（所得税の非課税） 
第８条 納税貯蓄組合預金の利子については、所得税を課さない。但し、第６条第１項の規定により指定金融機関に委託して租税の納付 
  に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が政令で定める期間内において10万円をこえる場合におけるその引出しの日 
 の属する当該期間に対応する利子については、この限りでない。 
（印紙税の非課税） 
第９条 納税貯蓄組合の業務及び納税貯蓄組合預金に関する書類については、印紙税を課さない。 
（補助金の交付） 
第10条 国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の事務に必要な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠 
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くことができない事務費を補うため、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。但し、国及び地方公共団体が交付する 
補助金の合計額は、組合が使用した当該費用の金額をこえてはならない。 
２ 国又は地方公共団体は、納税貯蓄組合に対し、組合の役員又は組合員の報酬の支払に充てるため、補助金を交付してはならない。 
３ 第１項の規定による補助金の交付の手続については、政令で定める。 
（納税貯蓄組合連合会） 
第10条の２ 第３条、第７条及び第９条の規定は、納税貯蓄組合の連合体（その連合体を含む。）で、会員の指導及び育成に関する事務、 
会員の行なう事務についての連絡及び調整に関する事務その他納税貯蓄組合の健全な発達を図るため必要な事務を行なうことを目的 

 とし、かつ、政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たもの（以下「納税貯蓄組合連合会」という。） 
 について準用する。この場合において、第７条中「その組合員又は自己以外の組合員」とあるのは、「その間接の構成員たる組合員」 
と読み替えるものとする。 
（質問検査） 
第11条 納税貯蓄組合の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、 
 当該組合又はその組合員に対して、質問し、若しくは第10条第１項の規定による補助金の交付に関して当該組合の帳簿書類（その作成 
 に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電 
 子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査し、又は所属 
の職員をしてこれらの質問又は検査をさせることができる。 
２ 納税貯蓄組合連合会の規約の届出を受けた税務署長及び地方公共団体の長は、この法律の適正な実施を確保するため必要があるときは、 
 当該連合会若しくはその直接若しくは間接の構成員たる納税貯蓄組合連合会、納税貯蓄組合若しくはその組合員に対して質問し、又は 
所属の職員をしてその質問をさせることができる。 
３ 当該職員は、前２項の規定により質問又は検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、こ 
れを呈示しなければならない。 
４ 第１項又は第２項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
（名称使用の制限） 
第12条 納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者は、納税貯蓄組合若しくは納税貯蓄組合連合会又はこれらに類似する名称を用い 
てはならない。 
２ 前項の規定は、納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会でない者が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと 
解してはならない。 
（解散の届出） 
第13条 納税貯蓄組合又は納税貯蓄組合連合会が解散したときは、当該組合又は連合会の代表者であつた者その他これに準ずる者は、遅 
滞なく、規約の届出をした税務署長及び地方公共団体の長にその旨を届け出なければならない。 
（過料） 
第14条 次の各号の一に該当する者は、５万円以下の過料に処する。 
  第３条（第10条の２において準用する場合を含む。）、第４条、第７条（第10条の２において準用する場合を含む。）又は第12条第１ 
項の規定に違反した者 
２ 不正の方法により第10条第１項の規定による補助金の交付を受け、又は受けようとした者 
３ 第11条第１項若しくは第２項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし又は同条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、 
若しくは忌避した者 

 



県　名 団　　体　　名
合併日
（予定）

あさぎり町 H15.4.1

天草上島４町 H16.3.31

宇城東部二町 H16.11.1

宇土・富合 H17.1.1

田浦町・芦北町 H17.1.1

宇城西部五町 H17.1.15

玉名地域１市８町 H17.10.3

　納税組合、納税組合奨励規程については、合併時に廃止する。

 協議第49号　納税関係事業の取扱いについて　参考資料

　納税奨励金及び納税貯蓄組合報奨条例については、合併時に廃止する。

　納税については、財源の確保・強化のため、納税組合を存続させる。
  納税組合に対する奨励金は、合併までに調整する。

　納税組合については、合併する日の属する年度の末日までに廃止し、併せて納税組合に対す
  る報奨金等も終了するものとする。なお、合併する日の属する年度については、旧市町の地
  域において現行のとおりとする。

熊
本
県
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併
　
協
　
議
　
会

調　　　　整　　　方　　　　針

　納税組合は、合併までに廃止する。

　1　納税組合については、下記のとおりとする。
　（１）納税組合の定義は１０世帯以上で構成されたものとする。ただし、旧町で設立された
　　　組合（法人を除く）については、この限りではない。
  （２）納税組合奨励金については、合併までに廃止する。
　（３）組合長手当については、一人年額６，０００円、世帯あたり６００円とする。ただし、
　　　口座振替世帯（全ての納税義務者が口座振替）の場合は、世帯当たり３００円とする。
　（４）納税組合に関しては、新市において条例、規則で整備する。
　（５）手当支給時期は、毎年５月とする。
　（６）組合表彰は廃止する。

　納税組合は、自主財源の確保・強化のため新市においても存続させる。
　納税組合に対する奨励金等は、合併時までにそのあり方等も含めて検討する。



第9回協議会の追加資料

税　　目 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

個人住民税 98.11 98.35 97.99 98.18 97.85

法人住民税 99.93 99.68 99.19 98.64 97.29

固定資産税 96.96 96.67 96.57 96.07 95.86

軽自動車税 97.95 97.91 97.31 96.78 96.65

国保税一般 94.70 94.84 93.95 91.58 90.88

国保税退職 99.26 99.66 99.18 98.79 98.91

税　　目 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

個人住民税 99.07 98.65 99.37 99.29 99.17

法人住民税 100 100 100 100 100

固定資産税 99.13 98.58 98.75 98.86 98.9

軽自動車税 99.05 98.74 98.27 98.24 98.78

国保税一般 96.65 96.09 96.35 95.94 96.33

国保税退職 100 99.9 100 100 99.56

税　　目 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

個人住民税 99.36 99.49 99.15 98.76 98.69

法人住民税 100 100 100 99.92 100

固定資産税 99.64 99.48 99.67 99.52 99.6

軽自動車税 100 100 100 99.53 98.8

国保税一般 97.49 95.56 96.59 96.28 95.56

国保税退職 99.79 100 99.37 99.97 98.52

税　　目 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度

個人住民税 96.37 97.18 97.54 95.93 96.88

法人住民税 99.82 99.66 99.6 99.26 99.58

固定資産税 97.42 97.08 96.63 97.1 97.46

軽自動車税 97.19 96.77 95.64 94.73 95.9

国保税一般 91.64 91.67 89.99 88.21 89.80

国保税退職 97.95 98.59 97.43 97.3 97.59
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菊池北部四市町村年度別収納率一覧（現年度分）
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